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証 券 コ ー ド　　8181

2 0 2 0  年 ５ 月 1 2  日

株 主 各 位

東京都台東区池之端１丁目４番１号

株式会社 東 　天 　紅
代表取締役社長 小 泉 和 久

第64回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第64回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年５月27日午後６時まで
に到着するよう折り返しご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2020年５月28日（木曜日）午前10時
２．場 所 東京都台東区池之端１丁目４番１号

東天紅上野店　３階　鳳凰の間
３．会議の目的事項

報 告 事 項 第64期（2019年３月１日から2020年２月29日まで）
事業報告及び計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役２名選任の件
第２号議案 監査役２名選任の件
第３号議案 補欠監査役２名選任の件

以　上

◎お願い　　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受
付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類に修正が生じた
場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　
https://www.totenko.co.jp/）に記載させていただきます。

◎新型コロナウイルス感染症の感染の拡大が懸念されております。株主総会にご
出席される株主様は、株主総会開催日現在の感染状況やご自身の体調をお確か
めのうえ、マスク着用などの感染予防対策にご配慮いただき、ご来場ください
ますようお願い申しあげます。また、株主総会会場において、感染予防のため
の措置を講じる場合がありますのでご協力の程お願い申しあげます。

◎本年より、株主総会にご出席の株主様へのお土産は取り止めさせていただきま
す。何卒ご理解くださいますよう、お願い申しあげます。

－ 1 －

株主各位
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（添付書類）

事　業　報　告

(2019年３月１日から)2020年２月29日まで

１．会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

　当事業年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善など

緩やかな回復基調にありましたが、相次ぐ自然災害や消費増税により個人消

費に力強さを欠く状況となりました。また、米中貿易摩擦や英国のＥＵ離脱

問題、日韓関係の悪化等、不安定な政治経済情勢に加え、新型コロナウイル

スの感染が拡大し、世界経済の減速懸念が増大、景気の先行きは不透明な状

況が続いております。

　当業界におきましては、個人の根強い節約志向や労働需給逼迫による募集

費・人件費及び物流費の上昇など、依然として厳しい経営環境が続いており

ます。

　こうした状況のもとで、当社は、慣例にとらわれない新たな売上の創造・

実践を目指してまいりました。

　まず、新規宴集会需要を取り込むため、訪問セールスに加えインターネッ

ト及びスマートフォンによる販促を強化、また、新規顧客をご招待する内覧

試食会を実施するなど、各店舗において集客力の強化を図ってまいりました。

　次に、婚礼ブランド「LUCIS（ルーキス）」においては、少人数婚礼にも対

応するため、海燕亭上野店を改装し、土日は婚礼、平日は日本料理のダイニ

ングという２通りの利用を確立させ、婚礼受注の強化を目指してまいりまし

た。なお、大阪天満橋ＯＭＭ店の婚礼部門については、３月より運営を他社

へ委託し、業務の効率化を図りました。

　ダイニング部門においては、６月にグランドメニューの改定を行い、商品

を絞り込み、お客様が選びやすい構成とすると共に、店舗作業の効率化を進

め、生産性の向上を図りました。

　季節ごとのフェア等を実施し、お客様にとって魅力のあるプランを企画・

提案、各店舗において売上の強化を図ってまいりました。

　一方、働き方改革の一環として、各店舗ごとに休店日やアイドルタイムの

時間を設け、長時間労働の是正や有給休暇取得の推進など、労働環境の改善

を実施してまいりました。

－ 2 －

事業の経過及びその成果、設備投資の状況、資金調達の状況
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　また、安定収益確保のため、2019年３月に東京都清瀬市の賃貸用不動産を

取得いたしました。東京都台東区の「Brillia Tower上野池之端」30戸につい

ては、６月より賃貸用マンションとして順調に稼働しております。

　以上の結果、当事業年度の売上高は、第２四半期までは概ね計画通りに推

移したものの、９月以降の台風15号、19号や豪雨による宴会のキャンセルに

加え、婚礼施行数の減少等の影響により既存店売上高が減少し、さらに、２

月後半より新型コロナウイルス感染の広がりの影響を受け、宴会のキャンセ

ル・延期や利用を控えるお客様の増加により、前年同期比2.5％減の67億7,791

万円、営業損失は5,216万円（前年同期は営業利益1,712万円）、経常損失は

5,766万円（前年同期は経常利益2,875万円）となりました。また、減損損失

の計上により、当期純損失は２億3,834万円（前年同期は当期純利益2,818万

円）となりました。

　業態別売上高は次のとおりであります。

業 態 別 売 上 高 売 上 構 成 比 前年同期比

中 国 料 理 6,509百万円 96.0％ 96.5％

日 本 料 理 106 1.6 87.1

そ の 他 161 2.4 190.5

合 計 6,777 100.0 97.5

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(2) 設備投資の状況

　当事業年度において実施いたしました設備投資総額は９億7,795万円で、そ

の主なものは、次のとおりであります。

投 資 目 的 所在地 内 容

賃 貸 用 不 動 産 の 取 得
東京都
清瀬市

2019年３月取得。

賃 貸 用 不 動 産 の 取 得
東京都
台東区

2019年６月取得。

(3) 資金調達の状況

　当事業年度における資金調達におきましては、特に記載すべき事項はあり

ません。

－ 3 －

事業の経過及びその成果、設備投資の状況、資金調達の状況
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(4) 対処すべき課題

　今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルスの感染拡大による世界

経済への長期的な影響が非常に懸念され、予断を許さない状況が続いており

ます。

　当社では、新型コロナウイルスの影響により、特に法人予約を中心にキャ

ンセルが相次ぎ大変厳しい状況下ではありますが、コスト圧縮等の対策を実

行すると共に収束後を見据え、いま一度原点に立ち返り各種営業活動全般の

見直し・点検を進めてまいります。

　まず、ウェブサイトを駆使した販売強化を目指し、インターネット予約の

宴会部門への拡大をさらに推進し、新たな顧客層へのアプローチに取り組ん

でまいります。

　そして、季節・曜日・時間・繁閑に合わせた柔軟なプラン設定により、お

客様に選ばれる店舗づくりに取り組んでまいります。

　次に、婚礼ブランド「LUCIS（ルーキス）」においては、チャペル並びにバ

ンケットを全面リニューアルし、競争力の強化に取り組んでまいります。

　さらには、競争力向上を目的とした従業員教育の充実に取り組んでまいり

ます。

　また、管理面においては、人件費を中心とした経費全般のコントロールを

これまで以上に、より厳しく進めると共に、各店舗においては、営業日・営

業時間の見直しを図り、店舗の特性に合わせた営業時間を設定し、経費削減

に取り組んでまいります。

(5) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区分
2016年度
第61期

2017年度
第62期

2018年度
第63期

2019年度
第64期(当期)

売 上 高 (百万円) 6,714 6,823 6,954 6,777

当期純利益又は純損失（△） (百万円) 3 22 28 △238

１株当たり当期純利益又は純損失（△） (円) 1.53 8.87 10.97 △92.80

総 資 産 (百万円) 12,959 12,529 12,606 12,714

純 資 産 (百万円) 10,281 10,292 10,283 10,008

（注）2017年９月１日付で、普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。

第61期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益又は純損失を算

定しております。

－ 4 －

対処すべき課題、直前３事業年度の財産及び損益の状況
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(6) 重要な親会社及び子会社の状況

　該当事項はありません。

(7) 主要な事業内容（2020年２月29日現在）

　当社は中国料理を主体とする飲食店、結婚式場、宴会場等の経営及び食品

の加工、販売の業務を営んでおります。

(8) 主要な営業所（2020年２月29日現在）

①　本　社　　東京都台東区池之端１丁目４番１号

②　営業所　　店舗名及び所在地は次のとおりであります。

店 舗 名 所 在 地 店 舗 名 所 在 地

秋田キャッスルホテル店 秋 田 市 名 古 屋 店 名古屋市中村区

Ｊ Ａ Ｃ Ｋ 大 宮 店 さいたま市大宮区 Ｋ Ｉ Ｔ Ｔ Ｅ 名 古 屋 店 名古屋市中村区

C H I B A  S K Y  W I N D O W S
東 天 紅

千 葉 市 中 央 区 大 阪 天 満 橋 Ｏ Ｍ Ｍ 店 大 阪 市 中 央 区

第 一 ホ テ ル 両 国 店 東 京 都 墨 田 区 神戸三宮・センタープラザ店 神 戸 市 中 央 区

上 野 店 東 京 都 台 東 区 姫路・山陽百貨店東天紅 兵 庫 県 姫 路 市

高 輪 店 東 京 都 港 区 LUCIS GARDEN　上野店 東 京 都 台 東 区

東京国際フォーラム店 東京都千代田区 LUCIS GARDEN　恵比寿 東 京 都 渋 谷 区

深 川 店 東 京 都 江 東 区 Ｔ’Ｓ　ＧＡＲＤＥＮ 大 阪 市 中 央 区

オ ペ ラ シ テ ィ 東 天 紅 東 京 都 新 宿 区 海 燕 亭 上 野 店 東 京 都 台 東 区

横浜桜木町ワシントンホテル店 横 浜 市 中 区

(9) 従業員の状況（2020年２月29日現在）

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

289名 △7名 38.0歳 14.5年

（注）上記のほか、臨時従業員が月平均238名おります。

(10) 主要な借入先（2020年２月29日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 764百万円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 100

株 式 会 社 り そ な 銀 行 70

－ 5 －

重要な親会社及び子会社の状況、主要な事業内容、主要な営業所、従業員の状況、主要な借入先
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２．会社の株式に関する事項（2020年２月29日現在）
(1) 発行可能株式総数 4,000,000株
(2) 発行済株式の総数 2,572,871株
(3) 株主数 3,918名
(4) 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

小 泉 グ ル ー プ 株 式 会 社 772千株 30.1％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 135 5.3

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 127 5.0

九州アフリカ・ライオン・サファリ株式会社 63 2.5

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 60 2.4

み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 58 2.3

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 55 2.2

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 51 2.0

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 39 1.5

有 限 会 社 高 瀬 本 社 37 1.4

（注）１．持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
２．持株比率は自己株式（4,414株）を控除して計算しております。
３．損害保険ジャパン日本興亜株式会社は、2020年４月１日をもって損害保険ジャパン株

式会社へ商号変更いたしました。

３．会社の新株予約権等に関する事項
　該当事項はありません。

４．会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役の状況（2020年２月29日現在）

氏 名 地 位 及 び 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

小 泉 和 久 代表取締役社長

小泉グループ株式会社、株式会
社アブアブ赤札堂、株式会社ジ
ーエムシー、九州アフリカ・ラ
イオン・サファリ株式会社、塩
沢リネンサプライ株式会社、株
式会社LCL Partners　代表取締
役社長

笠 原 重 厚 取締役副社長

藤 井 修 造 専務取締役

松 本 恵 司 取締役（上野店営業部長）

佐 藤 　 昇 取締役（管理部長）

石 原 　 徹 取締役 小泉グループ株式会社　相談役

浅 沼 俊 之 常勤監査役

渡 邉 宣 昭 監査役 公認会計士

德尾野　信　成 監査役 税理士

（注）１．当事業年度中における役員の異動
(1) 2019年５月23日開催の第63回定時株主総会終結のときをもって、取締役小松崎文雄

氏は任期満了により退任いたしました。

－ 6 －

会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項
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(2) 2019年５月23日開催の第63回定時株主総会において、藤井修造氏及び佐藤昇氏は取
締役に選任され、それぞれ就任いたしました。また、同日の取締役会において専務
取締役に藤井修造氏が選任されました。

２．取締役石原徹氏は、社外取締役であります。
３．監査役渡邉宣昭氏及び德尾野信成氏は、社外監査役であります。
４．監査役渡邉宣昭氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程

度の知見を有する者であります。
５．監査役德尾野信成氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度

の知見を有する者であります。
６．当社は石原徹氏及び德尾野信成氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指

定し、同取引所に届け出ております。

　(2) 取締役及び監査役の報酬等の額
取締役（７名） 55,653千円（うち社外１名　2,040千円）
監査役（３名） 6,420千円（うち社外２名　2,400千円）

（注）当事業年度末日現在の人員は取締役６名（うち社外１名）、監査役３名（うち社外２
名）で支給人員との相違は、当事業年度中における取締役１名の退任によるもので
す。

(3) 社外役員に関する事項
①　取締役　石原　徹
ア．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
　石原徹氏は、小泉グループ株式会社の相談役であります。小泉グルー
プ株式会社は、当社の発行済株式総数（自己株式を除く。）の30.1％を
有する株主であります。

イ．当事業年度における主な活動状況
　当事業年度における主な活動状況といたしましては、当事業年度に開
催した取締役会13回全てに出席し、経営者としての豊富な経験と高い見
識に基づいて、発言を行っております。

ウ．責任限定契約の内容の概要
　当社と社外取締役石原徹氏は、当社定款及び会社法第427条第１項の規
定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結
しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425
条第１項に定める額としております。

②　監査役　渡邉　宣昭
ア．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　該当事項はありません。
イ．当事業年度における主な活動状況
　当事業年度における主な活動状況といたしましては、当事業年度に開
催した取締役会13回全て、監査役会13回全てに出席し、主に公認会計士
としての専門的見地からの発言を行っております。

ウ．責任限定契約の内容の概要
　当社と監査役渡邉宣昭氏は、当社定款及び会社法第427条第１項の規定
に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結し
ております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条
第１項に定める額としております。

③　監査役　德尾野　信成
ア．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　該当事項はありません。

－ 7 －
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イ．当事業年度における主な活動状況

　当事業年度における主な活動状況といたしましては、当事業年度に開

催した取締役会13回全て、監査役会13回全てに出席し、主に税理士とし

ての専門的見地からの発言を行っております。

ウ．責任限定契約の内容の概要

　当社と監査役德尾野信成氏は、当社定款及び会社法第427条第１項の規

定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結

しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425

条第１項に定める額としております。

５．会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

(2) 責任限定契約の内容の概要

　該当事項はありません。

(3) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

①　当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 27,000千円

②　当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

27,000千円
（注）当社と会計監査人との監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基

づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんの

で、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載し

ております。

(4) 会計監査人の報酬の額に監査役会が同意した理由

　監査役会は、会計監査人の監査計画、従前の事業年度における職務執行の

状況、及び報酬の見積の算定根拠などを確認し、検討した結果、これらにつ

いて適切であると判断したため、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第

１項の同意を行っております。

(5) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に

関する議案の内容を決定いたします。

　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に

該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき、会計監査人を解

任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集

される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告

いたします。

－ 8 －
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６．業務の適正を確保するための体制

(1) 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合す

ることを確保するための体制

①　当社及び子会社の取締役は、法令・定款を遵守し、コンプライアンス体

制の構築を推進する。

②　当社及び子会社の取締役は、使用人に法令・定款の遵守を徹底すべく、

コンプライアンス体制を整備し、その遵守状況を管理・監督する。

③　監査役及び内部監査室は連携して、コンプライアンス体制の状況や、法

令並びに定款上の問題の有無を調査し、取締役会に報告する。取締役会

は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努

める。

④　当社は、内部通報に関する規程を制定し、当社及び子会社の取締役及び

使用人に法令違反の疑義のある行為等を発見した場合、速やかに通報・

相談する内部通報制度の整備を図る。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①　取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程等を整備し、

法令及び社内規程に基づき作成・保存する。また、必要に応じて取締役、

監査役、会計監査人等が閲覧可能な状態にて管理する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の作成・保存・管理状況については、監

査役の監査を受ける。

(3) 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①　当社は、当社グループ全体のリスク管理体制の基礎として、リスクマネ

ジメント基本規程を策定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。

また、不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を委員長とする

危機管理委員会を設置し、顧問弁護士等の助言を受けながら迅速な対応

を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整えることと

する。

②　取締役及び使用人は、各部門のリスク管理について担当業務の内容を整

理し、内在するリスクを把握、分析、評価し、適切な対策を検討・実施

すると共に、かかるリスク管理状況を定期的に見直すものとする。

③　監査役及び内部監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を

取締役会に報告する。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問

題点の把握と改善に努める。

－ 9 －
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(4) 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する

ための体制

①　企業価値向上を目指し、企業理念を機軸に策定した事業計画に基づいて、

目標達成のために活動し、その進捗状況の管理を行うこととする。

②　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基

礎として、定例取締役会（月１回）のほか、必要に応じて臨時取締役会

を開催する。

③　激変する経営環境に迅速に対応するため、常勤取締役等で構成する常務

会を毎週１回開催し、経営課題への機動的で効率的な職務執行を行うも

のとする。

④　当社は、業務分掌規程、職務権限・決裁権限規程等、各種社内規程を整

備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図り、適正かつ効率的な職務

の執行が行われる体制を構築する。

⑤　当社は、子会社においても、内部統制システムの構築及び運用に際して

は、取締役の職務執行の効率性及び迅速性の確保とのバランスを維持す

るよう監督する。

(5) 当社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するた

めの体制

①　子会社を含むグループ全体における業務の適正を確保するため、グルー

プ全体のコンプライアンス体制の構築に努める。

②　子会社の取締役を当社より派遣し、一体的な業務運営を図り、重要な情

報を把握すると共に、当社監査役が業務執行を監査する。

③　子会社は、当社の内部監査室による定期的な内部監査の対象とし、監査

の結果は当社の代表取締役に報告するものとする。

(6) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役から

の独立性及び当該使用人に対する指示の実効性に関する事項

　監査役の職務を補助する使用人を監査役が求めた場合には配置することと

し、同使用人の異動、評価等については監査役会の同意を得るものとする。

(7) 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その

他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行わ

れることを確保するための体制

①　当社及び子会社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れ

のある事実を発見したときは、直ちに当社監査役へ報告する。

②　監査役は取締役会等の重要な会議に出席し、当社及び子会社の取締役等

からその担当業務の執行状況について報告を受ける。

－ 10 －
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③　監査役は稟議書等の業務執行に係る重要な文書を閲覧し、当社及び子会

社の取締役及び使用人に説明を求めることができる。

④　監査役と代表取締役は、相互の意思疎通を図るため定期的に意見交換会

を開催することとする。

⑤　監査役は、内部監査室と緊密な連携を図り、意思疎通と効果的な監査業

務の遂行を目指す。

⑥　監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見交換及び情報交換を

行うと共に、必要に応じて会計監査人に報告を求める。

(8) 監査役へ報告した者が当該報告を理由として不利な取扱いを受けないこと

を確保するための体制

　当社及び子会社は、監査役へ報告したことを理由として、報告した者に対

し不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。

(9) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の

当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する

事項

　当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または償還を

請求したときは、速やかにこれに応じる。

(10) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、健全な会社経営のため、反社会的勢力に対しては毅然とした態度

で臨み、一切関係を持たないことを基本方針としております。

　当社は、反社会的勢力への対応統括部署を管理部とし、その責任者を管理

部長としております。また、顧問弁護士や警察及び公益社団法人警視庁管内

特殊暴力防止対策連合会等の外部機関と緊密に連携し、組織全体として速や

かに対処できる体制の整備と情報収集を行うと共に、従業員教育の徹底を図

っております。

７．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社及び子会社は、業務の適正を確保するための体制の整備を行い、取締役

会等において継続的に経営上のリスクの識別及び分析を実施し、その対応策に

ついて検討しております。それらにより、必要に応じて、社内の諸規程及び業

務の見直しを実施し、内部統制システムの実効性を向上させております。

　また、監査役は、監査役監査の他、社内の重要な会議への出席等を通じて、

業務執行の状況やコンプライアンスに関するリスクを監視できる体制を整備し

ております。さらに、内部監査室も内部監査の定期的な実施により、日々の業

務が法令、定款、社内規程等に違反していないかを検証しております。

－ 11 －
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貸　借　対　照　表
（2020年２月29日現在）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

電 話 加 入 権

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 前 払 費 用

差 入 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

千円

1,162,365

637,364

353,448

6,637

68,124

63,054

34,035

△300

11,552,083

9,849,843

4,583,794

35,199

40,753

4,938

25,507

4,982,303

177,345

2,515

1,651

864

1,699,724

90,912

9,412

1,413,673

186,326

△600

（負　債　の　部） 千円

流 動 負 債 1,097,357

買 掛 金 132,925

短 期 借 入 金 395,000

１年内返済長期借入金 84,900

未 払 金 284,707

未 払 法 人 税 等 51,000

未 払 消 費 税 等 22,712

前 受 金 43,134

預 り 金 18,977

賞 与 引 当 金 64,000

固 定 負 債 1,609,081

長 期 借 入 金 579,550

繰 延 税 金 負 債 146,074

再評価に係る繰延税金負債 129,796

退 職 給 付 引 当 金 596,226

長 期 未 払 金 135,746

預 り 保 証 金 21,686

負 債 合 計 2,706,439

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 11,415,437

資 本 金 2,572,092

資 本 剰 余 金 6,561,688

資 本 準 備 金 6,561,688

利 益 剰 余 金 2,291,633

その他利益剰余金 2,291,633

買換資産圧縮積立金 320,217

繰 越 利 益 剰 余 金 1,971,415

自 己 株 式 △9,976

評価・換算差額等 △1,407,427

その他有価証券評価差額金 11,076

土地再評価差額金 △1,418,503

純 資 産 合 計 10,008,010

資 産 合 計 12,714,449 負 債 ・ 純 資 産 合 計 12,714,449

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 12 －
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損　益　計　算　書

(自　2019年３月１日)至　2020年２月29日

科 目 金 額

千円

売 上 高 6,777,910

売 上 原 価 2,959,328

売 上 総 利 益 3,818,581

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,870,746

営 業 損 失 52,164

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 4,574

そ の 他 6,209 10,783

営 業 外 費 用

支 払 利 息 12,858

そ の 他 3,428 16,287

経 常 損 失 57,667

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 3,481

減 損 損 失 145,352

関 係 会 社 株 式 評 価 損 20,000 168,834

税 引 前 当 期 純 損 失 226,502

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 16,838

法 人 税 等 調 整 額 △4,996 11,841

当 期 純 損 失 238,344

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 13 －
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株主資本等変動計算書

(自　2019年３月１日)至　2020年２月29日

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計

資本準備金
資本剰余金
合 計

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合 計買 換 資 産

圧縮積立金
繰越利益
剰 余 金

当期首　残高（千円） 2,572,092 6,561,688 6,561,688 331,549 2,224,110 2,555,659 △9,944 11,679,495

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △25,681 △25,681 △25,681

買 換 資 産 圧 縮
積立金の取崩額

△11,331 11,331 － －

当期純損失（△） △238,344 △238,344 △238,344

自己株式の取得 △32 △32

株主資本以外の項目の事業
年 度 中 の 変 動 額(純 額)

事業年度中の変動額合計(千円) － － － △11,331 △252,694 △264,026 △32 △264,058

当期末　残高（千円） 2,572,092 6,561,688 6,561,688 320,217 1,971,415 2,291,633 △9,976 11,415,437

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

土地再評価差額金 評価・換算差額等合計

当期首　残高（千円） 22,712 △1,418,503 △1,395,790 10,283,704

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △25,681

買 換 資 産 圧 縮
積立金の取崩額

－

当期純損失（△） △238,344

自己株式の取得 △32

株主資本以外の項目の事業
年 度 中 の 変 動 額(純 額)

△11,636 － △11,636 △11,636

事業年度中の変動額合計(千円) △11,636 － △11,636 △275,694

当期末　残高（千円） 11,076 △1,418,503 △1,407,427 10,008,010

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 14 －

株主資本等変動計算書



2020/04/24 13:44:18 / 19601354_株式会社東天紅_招集通知

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式………………………………………移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの………………………………決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）

時価のないもの………………………………移動平均法による原価法

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法………………最終仕入原価法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）

３．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）…………定額法

主な耐用年数　　建物　　　　　　　　　８年～47年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）…………定額法

主な耐用年数　　自社利用のソフトウェア

５年（社内における利用可能期間）

(3) リース資産………………………………………リース期間を耐用年数とし､ 残存価額を

零とする定額法を採用しております。

４．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため､ 一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

(2) 賞与引当金　　　　　　従業員に支給する賞与の支払に備えるため､ 支給見込額のう

ち当期負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金　　　　従業員の退職給付に備えるため､ 当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度

末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準

によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（８年）による定額法により費用処理してお

ります。
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数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（８年）による定額法に

より按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理

しております。

５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理方法は税抜方式を採用しております。

貸借対照表に関する注記

１．有形固定資産の減価償却累計額 3,029,065千円

２．担保に供している資産

建物 2,977,529千円

構築物 24,138千円

土地 2,347,468千円

差入保証金 273,840千円

計 5,622,977千円

上記に対応する債務

短期借入金 190,000千円

長期借入金 664,450千円

計 854,450千円

（注）長期借入金は、１年内返済長期借入金を含めて表示しております。

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 6,757千円

短期金銭債務 5,836千円

４．土地の再評価

「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価

に関する法律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日改正公布法律第24号）に基づき、

事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再

評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価

差額金」として純資産の部に計上しております。

①　再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条

第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価額による方法とし、一部について第２

条第４号に定める地価税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税

価格に合理的な調整を行う方法により算出しております。

②　再評価を行った年月日 2001年2月28日

－ 16 －
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損益計算書に関する注記

１．関係会社との取引高

営業取引による取引高

仕入高 136,355千円

２．減損損失

当事業年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。なお、

キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主に店舗を基本単位とし資産のグルーピ

ングを行っております。

用 途 種 類 場 所 減損損失（千円）

事業用資産 建物等 渋谷区 91,964

事業用資産 建物等 新宿区 19,101

事業用資産 建物等 千代田区 11,114

事業用資産 建物等 大阪市 7,724

事業用資産 建物等 姫路市 7,213

事業用資産 建物等 墨田区 4,883

事業用資産 建物等 港区 3,350

合　計 145,352

事業用資産については収益性の低下が見込まれる店舗について、投資額の回収が見込めな

くなったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損

失に計上しております。

建物 112,626千円

機械装置 18,969千円

工具器具備品 13,756千円

計 145,352千円

なお、回収可能価額は正味売却価額であり、その評価額は残存価額を基礎としております。

株主資本等変動計算書に関する注記

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当 事 業 年 度
期首の株式数(株)

当 事 業 年 度
増加株式数(株)

当 事 業 年 度
減少株式数(株)

当 事 業 年 度 末
の 株 式 数 ( 株 )

発行済株式

普 通 株 式 2,572,871 － － 2,572,871

合　計 2,572,871 － － 2,572,871

自 己 株 式

普 通 株 式 4,387 27 － 4,414

合　計 4,387 27 － 4,414

※　自己株式27株の増加は単元未満株式の買い取りによるものであります。
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２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決 議
株式の
種 類

配当の
原 資

配 当 金 の
総額(千円)

1株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2019年５月23日
定 時 株 主 総 会

普 通
株 式

利 益
剰余金

25,684 10.00 2019年２月28日 2019年５月24日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当事項はありません。

金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については銀行借入に

よる方針です。

デリバティブ取引は利用しない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されており、当該リスクについては債権

管理要領に沿って取引先毎の期日管理及び残高管理を行うことでリスク低減を図ってお

ります。

投資有価証券である株式は、市場価額の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上

の関係を有する企業の株式であり、上場株式については四半期毎に時価の把握を行って

おります。

差入保証金は、主に店舗の賃借にかかる敷金であり、貸主の信用リスクに晒されており

ます。

営業債務である買掛金及び未払金は、１年以内の支払期日であります。

借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金

の調達を目的としたものであります。借入金は原則として固定金利で調達しております

が、変動金利の流動性リスクについては、各社からの報告に基づき財務担当が適時に資

金繰り計画を作成・更新するなどの方法により管理しております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足的説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。

当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

当事業年度における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおり

であります。

貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1) 現金及び預金 637,364 637,364 －

(2) 売掛金 353,448 353,448 －

(3) 投資有価証券

その他有価証券 90,729 90,729 －

(4) 差入保証金 28,601 27,793 △807

資産計 1,110,143 1,109,336 △807

(5) 買掛金 132,925 132,925 －

(6) 未払金 284,707 284,707 －

(7) 短期借入金 395,000 395,000 －

(8) 長期借入金 664,450 669,128 4,678

負債計 1,477,083 1,481,761 4,678

※ 長期借入金は、１年内返済長期借入金を含めて表示しております。

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資　産

(1) 現金及び預金、並びに(2) 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿

価額によっております。

(3) 投資有価証券

投資有価証券の時価については、株式は取引所の価格によっております。

(4) 差入保証金

差入保証金の時価については、返済予定額を現在価値に割り引いて算定しております。

負　債

(5) 買掛金及び(6) 未払金、並びに(7) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿

価額によっております。

(8) 長期借入金

長期借入金の時価につきましては、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に

想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

なお、１年内返済長期借入金は、長期借入金に含めております。
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（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 貸借対照表計上額（千円）

①　非上場株式 182

②　差入保証金 1,385,071

合計 1,385,254

（注）上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、

「２．金融商品の時価等に関する事項」には含めておりません。

（注３）満期のある金銭債権及び有価証券の決算日後の償還予定額

１年以内（千円）
１年超５年以内

（千円）
５年超10年以内

（千円）
10年超（千円）

現金及び預金 637,364 － － －

売掛金 353,448 － － －

差入保証金 9,101 15,600 3,900 －

合計 999,914 15,600 3,900 －

（注４）長期借入金の決算日後の返済予定額

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長期借入金 84,900 172,400 172,400 147,250 87,500 －

合計 84,900 172,400 172,400 147,250 87,500 －

－ 20 －

個別注記表



2020/04/24 13:44:18 / 19601354_株式会社東天紅_招集通知

税効果会計に関する注記

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 10,410千円

未払事業所税 4,782千円

賞与引当金 19,584千円

未払社会保険料 2,937千円

退職給付引当金 182,445千円

長期未払金（役員退職慰労引当金分） 41,538千円

税務上の繰越欠損金 32,498千円

減損損失 124,506千円

関係会社株式評価損 6,120千円

その他 6,091千円

繰延税金資産小計 430,915千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △32,498千円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △398,416千円

評価性引当額小計 △430,915千円

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債

買換資産圧縮積立金 △141,191千円

その他有価証券評価差額金 △4,883千円

繰延税金負債合計 △146,074千円

繰延税金負債の純額 △146,074千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主要な項目別

の内訳については、税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。
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関連当事者との取引に関する注記

(ｱ) 親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

所在地

資 本 金
又 は
出 資 金
(千円)

事 業 の
内 容
又は職業

議 決 権
等の所有
(被所有)
割合(％)

関 連 当 事 者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
(千円)

科 目
期末残高
(千円)

その他
の関係
会 社

小 泉
グループ㈱

東京都
台東区

200,000
各種経営
指 導

（被所有）
直接 30.2
間接　2.5

事務所の賃借等
役 員 の 兼 任

事務所の
賃 借

1,795 － －

(ｲ) 子会社等

属性
会社等
の名称

所在地

資 本 金
又 は
出 資 金
(千円)

事 業 の
内 容
又は職業

議 決 権
等の所有
(被所有)
割合(％)

関 連 当 事 者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
(千円)

科 目
期末残高
(千円)

子会社
㈱ L C L
P a r t n e r s

東京都
台東区

20,000

日本料理
店の経営

婚礼関連
諸事業の
経 営

（所有）
直接100.0

店舗の業務委託
店 舗 の
業務委託

82,508 未 払 金 802

婚礼商品の仕入
役 員 の 兼 任

店 舗 の
婚礼商品
仕 入

53,846 買 掛 金 5,034

(ｳ) その他の関係会社の子会社等

属性
会社等
の名称

所在地

資 本 金
又 は
出 資 金
(千円)

事 業 の
内 容
又は職業

議 決 権
等の所有
(被所有)
割合(％)

関 連 当 事 者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
(千円)

科 目
期末残高
(千円)

その他
の関係
会社の
子会社

㈱ ア ブ
ア ブ 赤
札 堂

東京都
台東区

1,000,000
繊維、食品
等 の 小 売

－
店 舗 の 賃 借
役 員 の 兼 任

店舗の賃借他 29,342 － －

保証金の差入 － 差入保証金 70,000

㈱ジーエ
ム シ ー

東京都
文京区

50,000
ビルメンテ
ナ ン ス 業

－
店 舗 の 清 掃
役 員 の 兼 任

店舗の清掃 20,745 未 払 金 1,783

塩沢リネン
サプライ㈱

新 潟 県
南魚沼市

70,000
リネンサ
プライ業

－
店舗のリネンサプライ
役 員 の 兼 任

店舗のリネ
ンサプライ

53,565 未 払 金 5,477

（注）１．上記(ｱ)～(ｳ)の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には

消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針

店舗の賃借他については、近隣の取引実勢に基づいて契約により決定しております。

店舗の業務委託及び婚礼商品の仕入、清掃、リネンサプライについては、一般の取引

条件と同様に決定しております。

－ 22 －

個別注記表



2020/04/24 13:44:18 / 19601354_株式会社東天紅_招集通知

賃貸等不動産に関する注記

当社では、東京都その他の地域において、賃貸用の店舗等（土地を含む）を所有しております。

当事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は94,175千円（賃貸収益は営業収益に、

主な賃貸費用は営業費用に計上）であります。

また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当事業年度増減額及び時価は、次のとおりであ

ります。

貸借対照表計上額
当事業年度末の時価

（千円）当事業年度期首残高
（千円）

当事業年度増減額
（千円）

当事業年度末残高
（千円）

1,655,322 2,012,163 3,667,485 2,739,222

（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価に土地再評価を行った金額から減価償却累計額を控除

した金額であります。

２．当事業年度増減額のうち、主な増加額は賃貸用不動産の取得（2,052,201千円）、主な

減少額は減価償却費（40,059千円）であります。

３．事業年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定書に基づく金額によっ

ております。

ただし、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や、適切に市場価

格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価

額や指標を用いて調整した金額によっております。

また、その他の物件については一定の評価額や市場価格を反映していると考えられる

指標を用いて調整した金額であります。

１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 3,896.51円

１株当たり当期純損失金額（△） △92.80円

重要な後発事象に関する注記

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、宴会及び婚礼の延期もしくはキャンセル、

一部店舗の休業が発生しております。

当該影響により、翌事業年度以降の当社の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼすことが

見込まれます。影響額については、作成日現在では合理的に算定することが困難であります。

－ 23 －
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会計監査人の会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2 0 2 0  年 ４ 月 1 0  日

株　式　会　社 東 天 紅

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 髙 尾 英 明 
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 浅 野 俊 治 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社東天紅の2019年３月
１日から2020年２月29日までの第64期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及
びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

強調事項
　個別注記表の重要な後発事象に記載されているとおり、新型コロナウイルス感染症の感染
拡大により、会社の財政状態及び経営成績に重要な影響を与える可能性がある。影響額につ
いては、提出日現在では算定することが困難である。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2019年３月１日から2020年２月29日までの第64期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成
し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果
について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等
に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査
の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人
等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書
類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制その他株式会社及びその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保す
るために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備
に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ
ム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役等
と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視
及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確
保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必
要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びそ
の附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記
表）及びその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。
二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事

実は認められません。
三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当

該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2 0 2 0  年 ４ 月 1 7  日

株 式 会 社 　 東 天 紅 　 監 査 役 会

常勤監査役 浅 沼 俊 之 

社外監査役 渡 邉 宣 昭 

社外監査役 德尾野　信　成 

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　取締役２名選任の件

　取締役６名のうち１名は、本総会終結のときをもって任期満了となりますの

で、社外取締役１名を含む取締役２名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

１
まつ

松
もと

本
けい

恵
じ

司
（1961年２月26日）

1983年３月　当社入社

2004年６月　当社上野店支配人

2007年３月　当社上野店営業部長

2012年５月　当社取締役上野店営業部長就任

（現在に至る）

963株

２

きた

北
むら

村
よし

吉
お

男
（1954年１月２日）

新 任

1978年４月　東京消防庁入庁

2005年７月　同庁消防正監任命　第六消防方面本部

長

2007年６月　同庁消防司監任命　予防部長

2009年７月　同庁次長兼人事部長事務取扱

2011年７月　同庁消防総監任命

2013年７月　一般財団法人消防試験研究センター常

務理事

2015年６月　同法人理事長

2017年８月　公益財団法人東京防災救急協会理事長

2019年６月　同法人退職

0株

（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

２．取締役候補者北村吉男氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、長年にわたる消

防関係の要職での豊富な経験と防災等についての深い見識を有しており、社外取締役

としての業務を十分全うできるものと考えます。また、同氏は直接会社経営に関与さ

れた経験はありませんが、上記理由により適任と判断いたします。

３．北村吉男氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定

に基づき、責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任

の限度額は、法令が規定する額といたします。

４．北村吉男氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏

の選任が承認された場合には、独立役員として届け出る予定であります。

－ 26 －
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第２号議案　監査役２名選任の件

　監査役浅沼俊之、渡邉宣昭の両氏は、本総会終結のときをもって任期満了と

なりますので、監査役２名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

１
あさ

浅
ぬま

沼
とし

俊
ゆき

之
（1954年３月５日）

1978年３月　当社入社

2012年５月　当社内部監査室長兼内部統制室長

2016年５月　当社常勤監査役就任

（現在に至る）

900株

２
わた

渡
なべ

邉
のぶ

宣
あき

昭
（1949年３月25日）

1972年10月　監査法人和光事務所入所

2000年５月　朝日監査法人（現有限責任あずさ監査

法人）代表社員

2011年７月　公認会計士渡邉宣昭事務所開設

（現在に至る）

2012年５月　当社社外監査役就任

（現在に至る）

2012年５月　株式会社パイプドビッツ社外監査役

2015年６月　クオール株式会社（現クオールホール

ディングス）社外監査役

2015年９月　パイプドＨＤ株式会社社外監査役

（現在に至る）

0株

（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

２．渡邉宣昭氏は社外監査役候補者であります。同氏は、公認会計士の資格を有し、公認

会計士としての幅広い知識と高い見識を有しており、社外監査役としての業務を十分

全うできるものと考えます。また、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で

会社の経営に関与された経験はありませんが、上記理由により適任と判断いたします。

３．渡邉宣昭氏は現在当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は本総会

終結のときをもって８年になります。

４．当社は渡邉宣昭氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、責任限定契約を締結

しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額として

おり、同氏の再選が承認された場合には、同氏との当該契約を継続する予定でありま

す。

－ 27 －
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第３号議案　補欠監査役２名選任の件

　監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役２

名の選任をお願いするものであります。

　なお、候補者福岡廉雄氏は社外監査役以外の監査役の補欠として、候補者

澤口祐治氏は社外監査役の補欠として選任をお願いするものであります。本選

任につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議に

よりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

　また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

１
ふく

福
おか

岡
やす

廉
お

雄
（1954年７月18日）

1979年４月　当社入社

2004年３月　当社管理本部総務部長

2011年３月　当社人事部部長

2012年５月　当社総務部部長

2017年２月　当社退職

100株

２
さわ

澤
ぐち

口
ゆう

祐
じ

治
（1945年10月１日）

1968年４月　玉川機械金属株式会社（1986年８月三

菱伸銅株式会社に社名変更、2020年４

月三菱マテリアル株式会社に吸収合

併）入社

1995年４月　同社経理部長

2002年６月　同社取締役経営企画部長

2007年６月　同社常務取締役

2008年６月　同社常勤監査役

2010年６月　同社顧問

2011年６月　同社退任

0株

（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

２．澤口祐治氏は、補欠の社外監査役候補者であります。同氏は、経営者として、また主

に経理部門における豊富な経験と実績により、高い見識と能力を有しており、社外監

査役としての業務を十分全うできるものと考え、適任と判断いたします。

３．澤口祐治氏が社外監査役に就任された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第１

項の規定に基づき、責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害

賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。

４．澤口祐治氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏

が社外監査役に就任された場合には、独立役員として届け出る予定であります。

以　上

－ 28 －

補欠監査役選任議案
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株主総会会場ご案内

東京都台東区池之端１丁目４番１号

東天紅上野店　３階　鳳凰の間

電話　03（3828）5111㈹

至
根
津

京
成
上
野
駅

交
番

日
比
谷
線

仲
御
徒
町
駅

至
東
京

至
秋
葉
原

至
昌
平
橋

JR
上
野
駅

JR
御
徒
町
駅

不忍池

千代田線湯島駅

銀 座 線 上野広小路駅
ABAB
アブアブ

大江戸線 上野御徒町駅

至春日

天神下交差点

池之端一丁目交差点

上野広小路交差点

弁天堂

上野動物園

東天紅
上野店

上野四丁目交差点

不
忍
通
り

中
央
通
り

昭
和
通
り

春日通り

Ｊ Ｒ 上野駅しのばず口 徒歩13分
御徒町駅北口 徒歩13分

私 鉄 京成線・京成上野駅 徒歩10分
地 下 鉄 千代田線・湯島駅１番出口 徒歩３分

銀座線・上野広小路駅Ａ３番出口 徒歩10分
大江戸線・上野御徒町駅Ａ３番出口 徒歩10分

お 願 い：当日は会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますのでお車でのご来
場はご遠慮願います。

◎新型コロナウイルス感染症の感染の拡大が懸念されております。株主総会にご出
席される株主様は、株主総会開催日現在の感染状況やご自身の体調をお確かめの
うえ、マスク着用などの感染予防対策にご配慮いただき、ご来場くださいますよ
うお願い申しあげます。また、株主総会会場において、感染予防のための措置を
講じる場合がありますのでご協力の程お願い申しあげます。

◎本年より、株主総会にご出席の株主様へのお土産は取り止めさせていただきま
す。何卒ご理解くださいますよう、お願い申しあげます。

地図




